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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　甘味料、ならびにステビオシドとレバウディオシドＡの比が１：１～４：１において、
ステビオシドおよびレバウディオシドＡの個々の成分から本質的になる混合物を含む消費
可能な組成物であって、前記混合物が４５ｐｐｍと３０ｐｐｍの間の量で添加された、前
記組成物。 
【請求項２】
　前記混合物が１．２５％以下のスクロース溶液に等甘味度な濃度で添加された、請求項
１に記載の組成物。 
【請求項３】
　混合物が、ステビオシドとレバウディオシドＡの比が２：１～３：１において、ステビ
オシドおよびレバウディオシドＡの個々の成分から本質的になる、請求項１または２に記
載の消費可能な組成物。 
【請求項４】
　混合物が、ステビア抽出物の形状である、請求項１～３のいずれか一項に記載の消費可
能な組成物。 
【請求項５】
　混合物が、ステビオシドおよびレバウディオシドＡを１：１～４：１の比において混ぜ
合わせることによって形成される、請求項１または請求項２に記載の消費可能な組成物。
【請求項６】
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　混合物が１．００％以下のスクロース溶液に等甘味度な濃度で添加された、請求項１～
５のいずれか一項に記載の消費可能な組成物。 
【請求項７】
　甘味料が、スクロース、フルクトース、グルコース、高フルクトースコーンシロップ、
コーンシロップ、キシロース、アラビノース、ラムノース、エリスリトール、キシリトー
ル、マニトール、ソルビトール、イノシトール、アセスルファムカリウム、アスパルテー
ム、ネオテーム、スクラロース、およびサッカリンからなる群から選択される、請求項１
～６のいずれか一項に記載の消費可能な組成物。 
【請求項８】
　甘味料が組成物の０．０００１重量％～１５重量％の量において存在する、請求項１～
７のいずれか一項に記載の消費可能な組成物。 
【請求項９】
　トリロバチン、ヘスペレチンジヒドロカルコングルコシド、ナリンギンジヒドロカルコ
ン、モグロシドＶ、ルオハングオ抽出物、ルブソシド、ルブス抽出物、グリシフィリン、
イソモグロシドＶ、モグロシドＩＶ、シアメノシドＩ、ネオモグロシド、ムクロジオシド
ＩＩｂ、（＋）－ヘルナンズルシン、４β-ヒドロキシヘルナンズルシン、バイユノシド
、フロミソシドＩ、ブリオズルコシド、ブリオシド、ブリオノシド、アブルソシドＡ～Ｅ
、シクロカリオシドＡ、シクロカリオシドＩ、アルビジアサポニンＡ～Ｅ、グリチルリチ
ン、アラボグリチルリチン、ペリアンドリンＩ～Ｖ、プテロカリオシドＡおよびＢ、オス
ラジン、ポリポドシドＡおよびＢ、テロスモシドＡ８～１８、フィロズルシン、フアング
キオシドＥ、ネオアスチルビン、モナチン、３－アセトキシ－５，７－ジヒドロキシ－４
’－メトキシフラバノン、２Ｒ，３Ｒ－（＋）－３－アセトキシ－５，７，４’－トリヒ
ドロキシフラバノン、（２Ｒ，３Ｒ）－ジヒドロケルセチン３－Ｏ－アセテート、ジヒド
ロケルセチン３－Ｏ－アセテート４’－メチルエーテル、ブラゼイン、クルクリン、マビ
ンリン、モネリン、ネオクリン、ペンタジン、タウマチン、またはそれらの組み合わせか
らなる群から選択される１または２以上の化合物を含む、請求項１～８のいずれか一項に
記載の消費可能な組成物。 
【請求項１０】
　甘味料を含む消費可能な組成物の甘味を与える方法であって、４５ｐｐｍと３０ｐｐｍ
の間の量で、ステビオシドとレバウディオシドＡの比が１：１～４：１において、ステビ
オシドおよびレバウディオシドＡの個々の成分から本質的になる混合物を前記組成物に添
加する工程を含む、前記方法。 
【請求項１１】
　混合物を、１．２５％以下のスクロース溶液に等甘味度な濃度で添加する、請求項１０
に記載の方法。 
【請求項１２】
　混合物を、１．００％以下のスクロース溶液に等甘味度である濃度で添加する、請求項
１１に記載の方法。 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、甘味増強組成物、および同組成物を含有する経口消費可能な組成物に関する
。本発明は、経口消費可能な組成物の甘味を増強する方法にも関する。
【０００２】
　ステビオールグリコシドはステビア植物（Stevia Rebaudiana、(Bertoni) Bertoni、キ
ク科）の甘味の原因である。ステビア植物の葉は、少なくとも１０種のステビオールグリ
コシドを含有する。主成分は、およそ４～１４重量％の自然存在度を有するステビオシド
、続いてレバウディオシドＡ（典型的には２～４重量％）、レバウディオシドＣ（または
ズルコシドＢと呼ばれる、約１％）である。他の少量のステビオールグリコシドは、ズル
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コシドＡ、レバウディオシドＢ、Ｄ、Ｅ、およびＦ、ルブソシド、およびステビオシドを
含む。葉におけるステビオールグリコシドおよび個々の構成成分の全含量は、その種、お
よび気温、緯度、ならびに収穫時期のような栽培場所での条件に依存して変化する。個々
のステビオールグリコシドの存在度は、自然交雑または遺伝子組換えを通して特異的に高
めることができる。
【０００３】
　レバウディオシドＡは、全てのステビオールグリコシドの中で最も効力がある甘味料で
あり、最も良い味を有すると考えられている。実際に、それは米国において飲料および食
品応用において用いられた初めての自然の甘味料である。しかし、一般的に最も望ましい
味覚プロフィールを有すると考えられているにも関わらず、この物質は、未だにその使用
を、継続的なリコリス様の苦さとして記述される、望まないまたは不快な後味と関連づけ
る。これは、食品および飲料応用における、その使用に関して問題になっている。さらに
、他の高い効力の甘味料と同様に、レバウディオシドＡは先行する甘み、コクを欠き、甘
味増強剤として低いレベルで使用した場合でさえも、継続的な後味を有する。
【０００４】
　ステビオールグリコシドに関連する、およびレバウディオシドＡに関する不快な後味を
減らす、または消すために多くの研究が行われ、現在の検討は、レバウディオシドＡを他
のステビオールグリコシドから分離し、高純度な形態においてそれを使用することである
。残念ながら、ステビア植物抽出物から高純度な形態においてレバウディオシドＡを得る
ことは複雑であり、時間がかかり、高価である。
【０００５】
　レバウディオシドＡと実質的に同様に、またはより良好に働くが、より安価な、甘味増
強組成物を提供する必要性が残っている。
【０００６】
　本出願人は、驚くべき方法において本課題の解決策に至った。
【０００７】
　したがって、本発明は、第一の側面において、ステビオシドとレバウディオシドＡの比
率が、約１：１～約４：１、より特に、約２：１～３：１であるステビオシドおよびレバ
ウディオシドＡの混合物を含む組成物を提供する。
【０００８】
　本発明は、ステビオシドが比較的豊富であり、レバウディオシドＡが比較的乏しい混合
物が、それにもかかわらず、純粋なレバウディオシドＡよりも実質的に同様に、またはは
るかに良好に甘味が付与された（sweetened）組成物の甘味を増強できるという、驚くべ
き発見に存在する。本出願人は市販のステビア抽出物の分画に取り組みながら、この驚く
べき発見に至った。本出願人は味見のために調製された分画を生成し、砂糖溶液に加える
ことで、それが甘味増強の観点で純粋なレバウディオシドＡよりも少なくとも同等または
はるかに良いという驚きを発見した。さらに、フレーバープロフィールはより継続的では
なく、レバウディオシドＡのリコリスの苦味を欠き、砂糖そのものと実質的に同様なプロ
フィールを有すると評価された。
【０００９】
　解析に際し、出願者は本分画がステビオシドおよびレバウディオシドＡを含有すること
を発見した。驚くべきことに、当該分画はステビオシドが比較的豊富であり、レバウディ
オシドＡが比較的乏しかった。文献においてレバウディオシドＡがステビオールグリコシ
ドの中で飛び抜けて最も効力がある甘味料であり、最も良い味覚プロフィールであると一
般的に考えられ、一方で、ステビオシドははるかに低い効力およびより乏しい味質である
ことを考えれば、本結果は極めて驚くべきことである。追加の実験によって、その純粋な
形態におけるレバウディオシドＡと少なくとも同等またははるかに優れた、望ましい砂糖
様プロフィールを提供するステビオシドおよびレバウディオシドＡの混合物の範囲を確認
した。より特に、本発明の混合物は、レバウディオシドＡと同程度な甘味を有するが、そ
れらはより先行するインパクト、より少ないリコリスの継続的なオフテイスト（Off-tast
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e）、レバウディオシドＡ単独よりもはるかに砂糖様であるプロフィールを示すことがわ
かった。
【００１０】
　ステビオシドおよびレバウディオシドＡの両方は知られた甘味料である。さらに、レバ
ウディオシドＡおよびステビオシドの両方の甘味増強性質は当該技術分野において知られ
ている（US特許US20100092638の例を参照）。
【００１１】
　しかし、本出願人は、これらの混合物の味覚プロフィールへの、ステビオシドおよびレ
バウディオシドＡを混ぜる効果、特に混合物の甘味増強効果に関連した、いかなる先行技
術の教示も知らない。実際に、本出願人は、フレーバー産業の現在の焦点が、レバウディ
オシドＡの純粋な状態を得ること、および使用することに関する場合、望ましい結果が得
られることを期待して、ステビオシドをレバウディオシドＡと混ぜることを考えることは
、完全に反直感的であると考えている。純粋なレバウディオシドＡを分離することの問題
および経費に一度直面し、そこで当業者が、より乏しい働きのステビオシドと一般的に考
えられているものとそれを混合しようとなぜ考えるだろうか。
【００１２】
　本発明の混合物は、望ましい場合、２５０ｐｐｍまで、またはそれ以上の量において使
用することができる。しかし、２５０ｐｐｍより高いレベルでは、高いレベルのステビオ
シドに関連づけられると考えられる、苦い先行するノート（bitter up-front notes）が
明らかになり始める。そうでなければ、これら苦いオフノート（off-notes）の許容性は
、混合物が用いられる消費可能な組成物の性質にいくらか依存するだろう。しかし、消費
可能な組成物中２５０ｐｐｍよりも低い量において混合物を用いることが好ましい。
【００１３】
　実際に、２５０ｐｐｍより上のレベルで、我々の観察は、混合物においてステビオシド
およびレバウディオシドＡの割合を変える必要があり、もし混合物に甘味料としてあらゆ
る使用を見出す場合、はるかに多い量の後者およびはるかに少ない量の前者が必要になる
だろうということを示唆する。換言すれば、混合物を２５０ｐｐｍ以上のレベルで用いる
場合、本発明の混合物における組成比は適切ではないだろう。
【００１４】
　１５０ｐｐｍ以下、より特に９０ｐｐｍ以下、より特に６０ｐｐｍ以下、より特に４５
ｐｐｍ以下、より特に４０ｐｐｍ以下、さらにより特に３５ｐｐｍ以下の量において本発
明の混合物を用いることが望ましい。
【００１５】
　それらがそれら自身においておよびそれら自身が甘い味ではない量において混合物を使
用することが特に好ましく、つまり、我々の甘味検出閾値付近で混合物を使用することが
望ましい。
【００１６】
　レバウディオシドＡおよびステビオシドの甘味検出閾値は、参照によって組み込まれて
いるUS20100092638において議論されている。甘味検出閾値という用語は当該技術分野に
おいて知られており、この議論はUS20100092638において見つけることができる。本発明
に関連して、それは混合物が甘いと知覚されない濃度とする。しかし、それらの甘味検出
閾値での混合物は、それにもかかわらず、甘味料を含有する組成物に発揮することができ
る。
【００１７】
　甘味検出閾値は混合物に絶対的でないかもしれず、該混合物を含有する組成物において
存在し得る他の成分の存在、または混合物の消費の間に消費者が経験する他の刺激に依存
し得る。さらに、甘味検出閾値は個人間でいくらか変わり得ることが知られている。例え
ば、一部の個人が極めて低い濃度における、例えば０．４％のスクロースの甘味を検出で
き、一方で他の人は０．７％でまたはそれ以上でやっと検出ができる。したがって、その
ような評価を、少なくとも０．５％のスクロースまたはそれ以下を検出できる甘味感受性
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パネリストを使用して、客観的にそのような評価を行うことが典型的である。一般として
、そのようなパネリストは、１．００％スクロース溶液を実際的に甘味が欠けていると評
価するだろう。したがって、試料の甘味検出閾値は、１．２５％以下のスクロース溶液、
より特に１．００％以下のスクロース溶液と等強度なその試料の濃度として決定できる。
その検出閾値での、またはその付近での甘味増強剤の濃度は、US20100092638においてよ
り十分に記載されているような官能評価の分野においてよく知られる、官能滴定技術（or
ganoleptic titration techniques）によって、容易に、および客観的に分析することが
できる。
【００１８】
　本発明の特定の態様において、混合物は１％のスクロース溶液に等甘味度な量において
用いることができる。
【００１９】
　本発明による混合物は、以上に示される量において、さらにはその甘味検出閾値で使用
される場合、甘味が付与された組成物に約１％のスクロース等量を加える増強効果を発揮
することができる。
【００２０】
　望ましい場合には、本発明の混合物に追加の甘味増強剤を加えることができる。追加の
甘味増強剤はUS20100092638において開示されるそれら、つまり、トリロバチン、ヘスペ
レチンジヒドロカルコングルコシド、ナリンギンジヒドロカルコン、モグロシドＶ、ルオ
ハングオ抽出物、ルブソシド、ルブス抽出物、またはその混合物から選択してもよい。参
照によって本記載に組み込まれているUS20100092638は、これら物質の開示に加えて、そ
れらの甘味検出閾値以下でのレベルの使用も提案する。
【００２１】
　他の追加の甘味増強剤は、グリシフィリン、イソモグロシドＶ、モグロシドＩＶ、シア
メノシドＩ、ネオモグロシド、ムクロジオシドＩＩｂ、（＋）－ヘルナンズルシン、４β
－ヒドロキシヘルナンズルシン、バイユノシド、フロミソシドＩ、ブリオズルコシド、ブ
リオシド、ブリオノシド、アブルソシドＡ～Ｅ、シクロカリオシドＡ、シクロカリオシド
Ｉ、アルビジアサポニンＡ～Ｅ、グリチルリチン、アラボグリチルリチン、ペリアンドリ
ンＩ～Ｖ、プテロカリオシドＡおよびＢ、オスラジン、ポリポドシドＡおよびＢ、テロス
モシドＡ８～１８、フィロズルシン、フアングキオシドＥ、ネオアスチルビン、モナチン
、３－アセトキシ－５，７－ジヒドロキシ－４’－メトキシフラバノン、２Ｒ，３Ｒ－（
＋）－３－アセトキシ－５，７，４’ －トリヒドロキシフラバノン、（２Ｒ，３Ｒ）－
ジヒドロケルセチン３－Ｏ－アセテート、ジヒドロケルセチン３－Ｏ－アセテート４’－
メチルエーテル、ブラゼイン、クルクリン、マビンリン、モネリン、ネオクリン、ペンタ
ジン、タウマチン、またはそれらの組み合わせを含んでもよい。
【００２２】
　前述の追加の甘味増強剤のそれぞれは、その甘味検出閾値程度の濃度において用いても
よい。トリロバチン、ヘスペリチンジヒドロカルコン－４－ベータ－グルコシド（ＨＤＧ
）、ナリンギンジヒドロカルコン、モグロシドＶ、イソモグロシドＶ、シアメノシドＩ、
モグロシドＩＶ、ネオモグロシド、ルオハングオ抽出物、ルブソシド、ルブス抽出物、お
よびＮＨＤＣの場合においては、甘味検出閾値はそれぞれ、トリロバチンでは３～１００
ｐｐｍ、ＨＤＧでは１～７５ｐｐｍ、ナリンギンジヒドロカルコンでは２～６０ｐｐｍ、
ルブソシドでは１．４ｐｐｍ～５６ｐｐｍ、ルブス抽出物では２ｐｐｍ～８０ｐｐｍ、モ
グロシドＶでは０．４ｐｐｍ～１２．５ｐｐｍ、イソモグロシドＶでは０．３～１２ｐｐ
ｍ、シアメノシドＩでは０．２～１０ｐｐｍ、ルオハングオ抽出物では２～６０ｐｐｍ、
ＮＨＤＣでは１～５ｐｐｍである。
【００２３】
　本発明による混合物は、甘味料を含有する消費可能な組成物に加えてもよい。
【００２４】
　甘味増強効果を発揮するために、消費可能な組成物に当該混合物を加えてもよい。当該
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混合物は消費可能な組成物に単独で加えてもよく、または、それは消費可能な組成物に加
えることが可能な、フレーバー組成物の一部を形成することができる。
【００２５】
　フレーバー組成物は、本発明の混合物に加えて、１または２以上の甘味料、上記のよう
な１または２以上の追加の甘味増強剤、ならびにあらゆるフレーバーを含んでもよく、一
般的に用いられる他の標準的な成分は以下においてより十分に記載されるような組成物で
ある。
【００２６】
　本発明は、その別の側面において、甘味料、ならびにステビオシドおよびレバウディオ
シドＡが約１：１～約４：１、より特に約２：１～３：１の比の混合物を含む甘味増強組
成物を含む消費可能な組成物を提供し、ここで、前記混合物は、２５０ｐｐｍ以下、より
特に１５０ｐｐｍ以下、９０ｐｐｍ以下、さらにより特に６０ｐｐｍ以下、より特に４５
ｐｐｍ以下、より特に４０ｐｐｍ以下、さらにより特に３５ｐｐｍ以下の濃度で前記消費
可能な組成物において用いられる。
【００２７】
　本発明の一態様において、前記消費可能な組成物は、我々の甘味検出閾値付近、特に混
合物が１．２５％以下のスクロースに等甘味度である、さらにより特に１％のスクロース
に等甘味度であるようなレベルの濃度における混合物を含有する。
【００２８】
　前記消費可能な組成物において用いられる甘味料は、スクロース、フルクトース、グル
コース、高フルクトースコーンシロップ、コーンシロップ、キシロース、アラビノース、
ラムノース、エリスリトール、キシリトール、マニトール、ソルビトール、イノシトール
、アセスルファムカリウム、アスパルテーム、ネオテーム、スクラロース、およびサッカ
リンからなる群から選択してもよい。
【００２９】
　甘味料は、消費可能な組成物の０．０００１～１５重量％の量において存在してもよい
。
【００３０】
　本発明の消費可能な組成物は、栄養および楽しみの少なくとも１つのために消費される
、あらゆる固体または液体の組成物である。これは消費する前に口内に置かれてもよく、
または、これは捨てる前にある一定時間口内に保持されてもよい。広範には、消費可能な
組成物は、全ての種類の食料品、菓子類、焼き菓子、甘い製品（sweet goods）、乳製品
および飲料を含むがこれらに限定されない。
【００３１】
　菓子類は、チューインガム（砂糖処理ガム、シュガーフリーガム、機能性ガム、および
バブルガムを含む）、センターフィル菓子類（centre-fill confections）、チョコレー
トおよび他のチョコレート菓子類、医療菓子、薬用キャンディー（lozenge）、タブレッ
ト、トローチ（pastille）、ミント、標準ミント、パワーミント、チューイーキャンディ
ー、ハードキャンディー、ボイルドキャンディー、ブレスおよび他の口内ケアフィルムま
たはストリップ、キャンディーケーン、ロリポップ、グミ、ゼリー、ファッジ、キャラメ
ル、ハードおよびソフトな糖衣製品、トフィー、タフィー、リコリス、ゼラチンキャンデ
ィー、ガムドロップ、ジェリービーンズ、ヌガー、フォンダン、またはこれらの１または
２以上の組み合わせ、またはこれらの１または２以上を含む食用の組成物を含むが、これ
らに限定されない。
【００３２】
　焼き菓子は、アルフォーレス、パン、パッケージされた／産業用パン、パッケージされ
ていない／職人パン、ペーストリー、ケーキ、パッケージされた／産業用ケーキ、パッケ
ージされていない／職人ケーキ、クッキー、チョコレート被覆ビスケット、サンドウィッ
チビスケット、フィリング入りビスケット、食欲をそそる風味のある（savory）ビスケッ
ト、およびクラッカー、パン代替物を含むが、これらに限定されない。
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【００３３】
　甘い製品は、朝食シリアル、食べられる状態になっている（ready-to-eat (“rte”)）
シリアル、家族の朝食シリアル、フレーク、ミューズリー、他のrteシリアル、子供の朝
食シリアル、およびホットシリアルを含むが、これらに限定されない。
【００３４】
　乳製品は、アイスクリーム、衝動買い向け（impulse）アイスクリーム、個食の乳製品
アイスクリーム、個食の氷菓（water ice cream）、マルチ－パック乳製品アイスクリー
ム、マルチ－パック氷菓、持ち帰りアイスクリーム、持ち帰り乳製品アイスクリーム、ア
イスクリームデザート、バルクアイスクリーム、持ち帰り氷菓、フローズンヨーグルト、
職人アイスクリーム、乳製品、ミルク、生／殺菌乳、全脂の生／殺菌乳、半脱脂の生／殺
菌乳、長寿命／ｕｈｔ乳、全脂の長期保存／ｕｈｔ乳、半脱脂の長期保存／ｕｈｔミルク
、無脂肪長期保存／ｕｈｔミルク、ヤギミルク、コンデンス／エバミルク、味付けしてい
ないコンデンス／エバミルク、フレーバー付きの、機能的および他のコンデンスミルク、
フレーバーミルクドリンク、乳製品のみのフレーバーミルクドリンク、フルーツジュース
入りフレーバーミルクドリンク、豆乳、サワーミルクドリンク、醗酵乳ドリンク、コーヒ
ーホワイトナー、粉末ミルク、フレーバー粉末ミルクドリンク、クリーム、ヨーグルト、
プレーン／ナチュラルヨーグルト、フレーバーヨーグルト、フルーツヨーグルト、プロバ
イオティックヨーグルト、飲用ヨーグルト、通常の飲用ヨーグルト、プロバイオティック
飲用ヨーグルト、冷蔵および常温保存可能デザート、乳製品ベースのデザートおよび大豆
ベースのデザートを含むが、限定することはない。
【００３５】
　他の食料品は、冷蔵スナック、甘味のあるおよび食欲をそそる風味のあるスナック、フ
ルーツスナック、チップス／クリスプ、押出スナック、トルティーヤ／コーンチップ、ポ
ップコーン、プレッツェル、ナッツ、他の甘味のあるおよび食欲をそそる風味のあるスナ
ック、スナックバー、グラノラバー、朝食バー、エナジーバー、フルーツバー、他のスナ
ックバー、ミール・リプレイスメント製品、ダイエット（slimming）製品、回復期ドリン
ク、調理済み食品、缶詰調理済み食品、冷凍調理済み食品、乾燥調理済み食品、冷蔵調理
済み食品、ディナーミックス、冷凍ピザ、冷蔵ピザ、スープ、缶詰スープ、乾燥スープ、
インスタントスープ、冷蔵スープ、ｕｈｔスープ、冷凍スープ、パスタ、缶詰パスタ、乾
燥パスタ、冷蔵／生パスタ、麺、味付けしていない麺、インスタント麺、カップ／ボール
インスタント麺、パウチインスタント麺、冷蔵麺、スナック麺、乾燥食品、デザートミッ
クス、ソース、ドレッシングおよび香味料類、ハーブおよびスパイス、スプレッド、ジャ
ムおよびプリザーブ、蜂蜜、チョコレートスプレッド、ナッツベースのスプレッドおよび
酵母ベースのスプレッドを含むが、これらに限定されない。
【００３６】
　飲料は、例えば、フレーバーウォーター、ソフトドリンク、フルーツドリンク、コーヒ
ーベースのドリンク、茶、紅茶、緑茶、ウーロン茶、ハーブ茶を含む茶ベースのドリンク
、ココアベースのドリンク、ジュースベースのドリンク（フルーツおよび野菜を含む）、
ミルクベースのドリンク、ゲルドリンク、炭酸または非炭酸ドリンク、粉末ドリンクおよ
びアルコールまたはノンアルコールドリンクを含む、飲用可能なあらゆる液体または半液
体を含む。
【００３７】
　上記フレーバー組成物または消費可能な組成物の調製において、かかる組成物において
見つかる、全てまたはあらゆる標準的な成分を、当該分野の認識された量において使用す
ることができる。かかる成分は（決して限定することなく）溶媒および共溶媒；界面活性
剤および乳化剤；粘性およびレオロジー調節剤；増粘剤およびゲル化剤；防腐材料；顔料
、染料および着色剤；増量材、増量剤および補強剤；熱および光の有害効果に対する安定
剤、充填剤、フレーバー付与およびフレーバー増強剤、加温剤、口臭清涼剤、口腔保湿剤
（mouth moistener）、染色剤、酸味剤、緩衝剤、および抗酸化剤を含む。
【００３８】
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　安定な充填剤は、増量剤および組織構造剤として働くことができるミネラルアジュバン
トを含んでもよい。適したミネラルアジュバントは、増量剤およびテクスチャ構造剤とし
て働くことができる、カルシウム炭酸塩、マグネシウム炭酸塩、アルミナ、水酸化アルミ
ニウム、アルミニウムケイ酸塩、タルク、リン酸三カルシウム、リン酸三カルシウム、お
よび同様なものを含む。
【００３９】
　使用に適した追加の増量剤（担体、増量材）は、単糖、二糖、多糖、糖アルコール、ポ
リデキストロース、およびマルトデキストリン；カルシウム炭酸塩、タルク、二酸化チタ
ン、リン酸二カルシウムなどのミネラル；およびこれらの組み合わせを含む。
【００４０】
　増量剤はテクスチャを修正し、加工を補助する。かかる増量剤の例は、マグネシウムお
よびアルミニウムケイ酸塩、粘土、アルミナ、タルク、酸化チタン、セルロースポリマー
、および同様なものを含む。
【００４１】
　フレーバー付与剤の特定の例は、天然のフレーバー、人工のフレーバー、香辛料、調味
料、および同様なものを含むが、これらに限定されない。典型的なフレーバー付与剤は、
合成フレーバーオイルおよびフレーバー付与アロマティクスおよび／またはオイル、オレ
オレジン、エッセンス、蒸留液、および植物、葉、花、フルーツなどからの抽出物、およ
び前記の少なくとも１つを含む組み合わせを含む。
【００４２】
　フレーバーオイルは、スペアミントオイル、シナモンオイル、ウィンターグリーンのオ
イル（サリチル酸メチル）、ペパーミントオイル、ジャパニーズミントオイル、クローブ
オイル、ベイオイル、アニスオイル、ユーカリオイル、タイムオイル、シダーリーフオイ
ル、ナツメグのオイル、オールスパイス、セージのオイル、メース、ビターアーモンドの
オイル、およびカシアオイルを含む；有用なフレーバー付与剤は、バニラ、およびレモン
、オレンジ、ライム、グレープフルーツ、柚子、酢橘を含むシトラスオイル、およびリン
ゴ、ナシ、モモ、グレープ、ブルーベリー、ストロベリー、ラズベリー、チェリー、プラ
ム、プルーン、レーズン、コーラ、ガラナ、ネロリ、パイナップル、アプリコット、バナ
ナ、メロン、アプリコット、梅、チェリー、ラズベリー、ブラックベリー、トロピカルフ
ルーツ、マンゴー、マンゴスチン、ザクロ、パパイヤなどを含むフルーツエッセンスなど
の人工、天然および合成のフルーツフレーバーを含む。フレーバー付与剤によって与えら
れる追加の典型的なフレーバーは、ミルクフレーバー、バターフレーバー、チーズフレー
バー、クリームフレーバー、およびヨーグルトフレーバー；バニラフレーバー；緑茶フレ
ーバー、ウーロン茶フレーバー、茶フレーバー、ココアフレーバー、チョコレートフレー
バー、およびコーヒーフレーバーなどの茶またはコーヒーフレーバー；ペパーミントフレ
ーバー、スペアミントフレーバー、およびジャパニーズミントフレーバーなどのミントフ
レーバー；アサフェティダフレーバー、アジョワンフレーバー、アニスフレーバー、アン
ゼリカフレーバー、フェンネルフレーバー、オールスパイスフレーバー、シナモンフレー
バー、カモミールフレーバー、マスタードフレーバー、カルダモンフレーバー、キャラウ
ェイフレーバー、クミンフレーバー、クローブフレーバー、コショウフレーバー、コリア
ンダーフレーバー、サッサフラスフレーバー、セイボリーフレーバー、山椒フレーバー、
シソフレーバー、ジュニパーベリーフレーバー、ショウガフレーバー、スターアニスフレ
ーバー、ホースラディッシュフレーバー、タイムフレーバー、タラゴンフレーバー、ディ
ルフレーバー、トウガラシフレーバー、ナツメグフレーバー、バジルフレーバー、マジョ
ラムフレーバー、ローズマリーフレーバー、ベイリーフフレーバー、およびワサビ（日本
のホースラディッシュ）フレーバーなどのスパイシーフレーバー；アーモンドフレーバー
、ヘーゼルナッツフレーバー、マカダミアナッツフレーバー、ピーナッツフレーバー、ペ
カンフレーバー、ピスタチオフレーバー、クルミフレーバーなどのナッツフレーバー；ワ
インフレーバー、ウィスキーフレーバー、ブランデーフレーバー、ラムフレーバー、ジン
フレーバー、リキュールフレーバーなどのアルコールフレーバー；フローラルフレーバー
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；および、タマネギフレーバー、ニンニクフレーバー、キャベツフレーバー、ニンジンフ
レーバー、セロリフレーバー、キノコフレーバー、トマトフレーバーなどの野菜フレーバ
ー、を含む。
【００４３】
　一般的に、the National Academy of Sciences によるChemicals Used in Food Proces
sing, publication 1274, pages 63-258において記載されているもののような、いかなる
フレーバー付与または食品添加物を使用できる。当該出版物は参照によって本明細書に組
み込まれている。
【００４４】
　栄養補助食品(nutraceuticals)および薬剤において追加的に存在してもよい。
【００４５】
　適した栄養補助食品は、アロエ、ビルベリー、アカネグサ、カレンデュラ、トウガラシ
、カモミール、キャッツクロー、エキナセア、ニンニク、ショウガ、イチョウ、ヒドラス
チス、様々なチョウセンニンジン、緑茶、ガラナ、カバカバ、ルテイン、ネトル、パッシ
ョンフラワー、ローズマリー、ノコギリパルメット、セントジョーンズワート、タイム、
およびバレリアンなどのハーブおよび植物成分（Botanicals）を含んでもよい。また、カ
ルシウム、銅、ヨウ素、鉄、マグネシウム、マンガン、モリブデン、リン、亜鉛、および
セレンなどのミネラル補助剤も含む。他の機能性食品は、フルクトオリゴ糖、グルコサミ
ン、グレープシード抽出物、コーラ抽出物、ガラナ、マオウ、イヌリン、植物ステロール
、植物性化学物質、カテキン類、エピカテキン、エピカテキンガレート、エピガロカテキ
ン、エピガロカテキンガレート、イソフラボン類、レシチン、リコピン、オリゴフルクト
ース、ポリフェノール、フラバノイド、フラバノール、フラボノール、およびオオバコ、
ならびに、ピコリン酸クロムおよびフェニルプロパノールアミンなどの体重減少剤を含ん
でもよい。典型的なビタミンおよびコエンザイムは、チアミン、リボフラビン、ニコチン
酸、ピリドキシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸、フラビン、コリン、イノシトールお
よびパラアミノ安息香酸、カルニチン、ビタミンＣ、ビタミンＤおよびその類似体、ビタ
ミンＡおよびカルテノイド、レチノイン酸、ビタミンＥ、ビタミンＫ、ビタミンＢ６、お
よびビタミンＢ１２などの水溶性または脂溶性ビタミンを含む。前述の機能性食品の少な
くとも１つを含む組み合わせを使用してもよい。
【００４６】
　適した薬剤は、口内ケア剤、喉ケア剤、アレルギー緩和剤、および一般医療剤を含んで
もよい。一般医療剤は、抗ヒスタミン剤、充血緩和剤（交感神経興奮剤）、鎮咳剤（咳抑
制剤）、抗炎症剤、ホメオパシー剤、去痰剤、麻酔剤、粘滑剤、鎮痛剤、抗コリン剤、喉
沈静剤、抗菌剤、抗ウイルス剤、抗真菌剤、制酸剤、抗嘔吐剤、化学療法剤、利尿剤、精
神治療剤、心臓血管作用剤、様々なアルカロイド、緩下剤、食欲抑制剤、ＡＣＥ阻害剤、
抗喘息剤、抗コレステロール血症剤（anti-cholesterolemics）、抗鬱剤、下痢止め製剤
、抗高血圧剤、抗脂質剤、座瘡薬、アミノ酸製剤、抗尿酸血症薬（anti-uricemic drugs
）、同化製剤（anabolic preparations）、食欲刺激剤、骨代謝調整剤、避妊剤、子宮内
膜症管理剤（endometriosis management agents）、酵素、シルデナフィルクエン酸塩な
どの勃起不全治療剤、妊娠促進剤、胃腸剤、ホメオパシー治療剤、ホルモン、乗り物酔い
処置（motion sickness treatments）、筋弛緩剤、骨粗鬆症製剤、分娩促進剤、副交感神
経抑制剤、副交感神経興奮剤、プロスタグランジン、呼吸剤、鎮静剤、ブロモクリプチン
またはニコチンのような禁煙補助剤（smoking cessation aids）、振戦製剤（tremor pre
parations）、尿路剤、抗潰瘍剤、抗嘔吐剤、高および低血糖剤、甲状腺および抗甲状腺
製剤、テリン弛緩剤（terine relaxants）、赤血球形成薬（erythropoietic drugs）、粘
液溶解剤、ＤＮＡおよび遺伝子改変剤、および機能性食品、微量栄養素、ビタミンおよび
コエンザイムなどを含む栄養補助剤を含んでもよい。医薬的に許容される薬剤の塩および
プロドラッグもまた、他に規定されない限り含まれる。これらの薬剤には１つ以上の目的
を果たすことができるものもある。前述の任意の薬剤のタイプの組み合わせを使うことが
できる。同じまたは異なる症状に対して活性を有する２つ以上の薬剤を組み合わせて使用
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できる。
【００４７】
　他の適したおよび望ましい添加物は“Handbook of Industrial Chemical Additives”,
 ed. M. and I. Ash, 2nd Ed., (Synapse 2000)”のような標準テキストにおいて記述さ
れている。
【００４８】
　当該技術分野においてよく知られた技術にしたがったステビア植物からの抽出を利用し
て本発明による混合物を調製することができる。
【００４９】
　一般的に、ステビオールグリコシドは水またはアルコール（エタノールまたはメタノー
ル）でステビア植物の葉から抽出することができる。始めに葉を砕いて細片にし、次に熱
水で抽出してもよい。一般的に、この手順を少なくとも２回繰り返す。抽出は室温で、好
ましくは摂氏９５度まで高めた温度で行うことができる。抽出時間は、抽出条件に依存し
て２～１０時間にすることができる。熱水抽出においては、２～４時間で十分であろう。
植物残渣を除くための濾過後、溶液を吸着樹脂カラムに通すことができる。脱イオン水で
洗浄後、ステビオールグリコシドをエタノールまたはメタノール、またはアルコール―水
溶液で樹脂から溶出させることができる。次に、活性炭またはイオン交換樹脂で脱色する
前に、抽出物を濾過、脱塩、および濃縮をしてもよい。この精製した溶液を、真空乾燥ま
たはスプレードライし、９５％以上のステビオールグリコシド含有量を有するオフホワイ
トの粉を供給することができる。
【００５０】
　上記過程を通じて生成されるステビオールグリコシドの典型的な組成物は、主成分とし
てステビオシド、次にレバウディオシドＡ、レバウディオシドＣ、ズルコシドＡ、ならび
に他の少量のステビオールグリコシドからなる。
【００５１】
　本発明によるステビオシド／レバウディオシドＡの混合物は、当該技術分野において一
般的に知られたステビオールグリコシド混合物精製方法から生成することができる。適し
た方法の例は、逆相クロマトグラフィーである。逆相クロマトグラフィーは、固定された
ｎ－アルキル炭化水素への移動相の溶質の結合が疎水性相互作用を介して生じる、非極性
の固定相を使用するあらゆるクロマトグラフィーの方法を指す。最も一般的な逆相材料は
、オクタデシル炭素鎖（Ｃ１８）結合シリカであり、次にＣ－８結合シリカである。用い
ることができる他の固定相は、Dow AMBERCHROM（商標）クロマトグラフィー級樹脂、また
はDIAION HP-20などのMitsubishi Chemical合成吸着剤などのポリスチレンジビニルベン
ゼンポリマーベースの樹脂である。移動相はたいてい水および水混和有機溶媒からなる。
最も一般的に用いられる有機溶媒は、メタノール、アセトニトリル、エタノールおよびイ
ソプロパノールである。溶出液は、均一濃度、有機溶媒の割合を増やすことによって勾配
または段階的にすることができる。移動相のｐＨはたいてい中性に保つ。
【００５２】
　温度はステビオールグリコシドの溶出時間に影響を与え得る。本発明の特定の態様にお
いて、気温は摂氏３０～６０度の範囲内で一定に保たれる。クロマトグラフィーの分離は
２１０ｎｍのＵＶ、または蒸気光散乱検出器（ＥＬＳＤ）によって観察することができ、
望ましいステビオシド／レバウディオシドＡの混合物を含有する分画をそれに応じて混合
することができる。
【００５３】
　かかるクロマトグラフィー手段を通じて、ステビオシド／レバウディオシドＡの望まし
い混合物を生産することができ、一定の水準を上回ると苦味のオフテイストに寄与し得る
レバウディオシドＣおよびズルコシドＡのような少量のステビオールグリコシドを除くこ
とができる。
【００５４】
　あるいは、本発明によるステビオシド／レバウディオシドＡの混合物は、結晶手段を使



(11) JP 6353364 B2 2018.7.4

10

20

30

40

用することでステビオールグリコシド混合物から生産することもできる。
【００５５】
　特定の態様において、ステビオールグリコシド抽出物を、１～３時間の攪拌のもと、摂
氏６０～９０度の範囲における温度で、５０～９０％のメタノールまたはエタノール―水
に溶解する。抽出物の完全な可溶化の後、溶液を室温で一晩保つ。形成した沈殿物は濾過
し乾燥させることができる。沈殿物は、より少量のレバウディオシドＡおよび微量のレバ
ウディオシドＣ（１％未満）を有する、８０％以上のステビオシドを含有し得る。
【００５６】
　本発明の混合物に達するために、適量のレバウディオシドＡまたはレバウディオシドＡ
を豊富に含む混合物を、この沈殿物へ添加することができる。
【００５７】
　ステビオシド／レバウディオシドＡの混合物を生成する特定の例は、以下の例１に示さ
れている。
【００５８】
　しかし、本発明による混合物は、単一成分のステビオシドおよびレバウディオシドＡを
求められる比率において単に混ぜることによって、調製することもできる。高純度な形態
の効力があるレバウディオシドＡをステビオシドと混ぜることは、後者が低い効力である
とみなされる場合反直感的であるが、前述の比率内で本質的にこれら２つの個々の組成か
らなる混合物を生産するために、純粋なステビオシドおよびレバウディオシドＡを用いる
利点は、単一成分を混合することによって保証できる一定および再現可能な甘味増強効果
にあるだろう。
【００５９】
　レバウディオシドＡは８０％より高い、より特に９０％より高い、さらにより特に９７
％より高い、さらにより特に９９％より高い純度で、本発明による混合物において用いる
ことができる。市販で入手可能なレバウディオシドＡの製品は当業者によく知られており
、ここではさらなる議論には値しない。
【００６０】
　同様に、ステビオシドは８０％より高い、より特に９０％より高い、さらにより特に９
５％より高い純度で、本発明による混合物において用いることができる。繰り返しになる
が、市販で入手可能なステビオシドの製品は当業者によく知られており、ここではさらな
る議論には値しない。
【００６１】
　ここで本発明を説明するために役立つ一連の例を以下に続ける。
【００６２】
例１：
ステビオシドおよびレバウディオシドＡの混合物の調製
　Nutraceutical Corp.によるKALブランドとして市販されている市販のステビオールグリ
コシド抽出物を、Biotage製のフラッシュクロマトグラフィーシステムを使用して精製し
た。用いたカートリッジはＣ－１８　４０＋　Ｍであり、および以下に示される水中の増
加メタノール量で勾配段階とした。流速は３０ｍＬ／ｍｉｎとした。ＵＶ検出は２１０ｎ
ｍおよび２５４ｎｍとした。溶出液は試験管に集めた（それぞれにおいて２７ｍＬ）。
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【表１】

【００６３】
　クロマトグラフィーの分画を分析用のＨＰＬＣによって分析し、適宜混合した。分画を
貯蔵し、メタノール除去後に凍結乾燥させた。１Ｈ　ＮＭＲおよびＨＰＬＣ分析によって
、混合した分画が、３：１の比率においてステビオシドおよびレバウディオシドＡの混合
物からなることが示された。
【００６４】
　初期の試飲によって、上記混合物がより先行する甘味、より強いコク、より継続性が少
ないプロフィールを有することが示された。
【００６５】
例２：
ステビオシド／レバウディオシドＡ（３：１）および（２：１）の、ステビオシドおよび
レバウディオシドＡとの先行する甘味の比較
　２つの混合物、ステビオシド／レバウディオシドＡ（３：１）および（２：１）を、そ
れらの先行する甘味について、純粋なステビオシドおよびレバウディオシドＡとの比較に
おいて評価した。５人の味見経験者で官能試験を行った。５％のスクロース溶液に加えた
３０ｐｐｍのステビオシド／レバウディオシドＡ（３：１）、（２：１）、およびレバウ
ディオシドＡを、５％のスクロース溶液に加えた２０、３５、４５、７５ｐｐｍのステビ
オシドとともに調製した。試料を室温において作り立てで調製し、対に組み合わせ、合間
に水でゆすぎながら味見した。
【００６６】
　ステビオシド／レバウディオシドＡ（３：１）は最も先行する甘味で順位付けられ、次
にステビオシド／レバウディオシドＡ（２：１）、レバウディオシドＡ、ステビオシドと
続いた。７５ｐｐｍのステビオシドを含有する試料は最も甘いと順位付けられたが、最も
先行するものではなかった。純粋なステビオシドの試料は始まり（onset）が遅れ、先行
する甘味が欠如したように説明された。したがって、ステビオシドおよびレバウディオシ
ドＡ個々は、混合物のように、望ましい先行する甘味、コク、より少ない継続性を提供す
ることはできない。
【００６７】
例３：
ステビオシド／レバウディオシドＡ（３：１）および（２：１）の甘味閾値の決定
　ステビオシド／レバウディオシドＡ（３：１）および（２：１）を３０、３５、４０、
および４５ｐｐｍのレベルで調製し、水中のスクロース溶液（０．５、１．０、および１
．５％スクロース）との等強度を、４人の味見経験者が評価した。試料および参照を対で
組み合わせ、合間に水で口内をゆすいで味見した。
【００６８】
　ステビオシド／レバウディオシドＡ（３：１）の４０～４５ｐｐｍのレベル、およびス
テビオシド／レバウディオシドＡ（２：１）の３５～４０ｐｐｍが、甘味閾値レベルであ
る１％スクロースに近いことがわかった。甘味閾値周辺に等価なレベルの正確なスクロー
スを、以下に例４および５において示すように決定した。
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【００６９】
例４：
水中の３０および４５ｐｐｍのステビオシド／レバウディオシドＡ（３：１）の順位検定
、正式な感覚パネルを使用したそのスクロース等強度の決定
　官能評価を順位方法を使用して行った。周囲温度で試料をブラインドな２０ｍＬ分量（
パネリストには確認できない）において無作為に提示した。パネルは２０人の甘味感受性
被験者からなり、試料を１つのセッションにわたり２反復において提示した。それぞれの
試料を味見した後、次の試料を味見する前に、周囲温度の水で口を十分にすすいだ。パネ
リストに、０．５％、１．０％、および１．５％の水中のスクロース溶液、および３０お
よび４５ｐｐｍの水中のステビオシド／レバウディオシドＡの２つの試料をそれぞれ提示
した。被験者に、知覚した甘味について低いから高いまで試料を順位付けするよう依頼し
た。Ｒ指数を、０．５％、１．０％、または１．５％のスクロースのいずれかに対して、
３０および４５ｐｐｍのステビオシド／レバウディオシドＡの試料について算出した。
【００７０】
水中の３０ｐｐｍでのステビオシド／レバウディオシドＡ（３：１）
【表２】

【００７１】
　臨界値（３７．７６）よりも低い１９．５０％のＲ指数は、３０ｐｐｍのステビオシド
／レバウディオシドＡ（３：１）の試料が０．５％のスクロースよりも甘味が強いことを
意味する。臨界値（６２．２４％）よりも高い６６．６２％または９６．１２％のＲ指数
は、１．０％または１．５％のスクロースよりも試料が有意に甘味が弱いことを意味する
。
　内挿法により、３０ｐｐｍのステビオシド／レバウディオシドＡ（３：１）の甘味は約
０．７５％のスクロースに等しい。
【００７２】
４５ｐｐｍでのステビオシド／レバウディオシドＡ（３：１）

【表３】

【００７３】
　臨界値（３７．７６）よりも低い１．９４および１９．９４％のＲ指数は、４５ｐｐｍ
のステビオシド／レバウディオシドＡ（３：１）の試料が０．５％および１．０％のスク
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ロース溶液よりも甘味が強いことを意味している。臨界値（６２．２４％）より高い７０
．８８％のＲ指数は、４５ｐｐｍのステビオシド／レバウディオシドＡ（３：１）の試料
が１．５％のスクロースよりも有意に甘味が弱いことを意味する。
　内挿法により、４５ｐｐｍのステビオシド／レバウディオシドＡ（３：１）の甘味は約
１．２５％のスクロースと等しい。
【００７４】
例５：
水中の３５および４０ｐｐｍのステビオシド／レバウディオシドＡ（３：１）の順位検定
、正式な感覚パネルを使用したそのスクロース等強度の決定
　例４において記述した同じ方法を使用して感覚評価を行った。パネルは２０人の甘味感
受性被験者からなり、試料を１つのセッションにわたり２反復において提示した。水中の
２０ｍＬの０．５％、１．０％、および１．５％のスクロース溶液、および水中の３５お
よび４０ｐｐｍのステビオシド／レバウディオシドＡ（３：１）の２つの試料それぞれを
パネリストに提示した。被験者に、知覚した甘味について低いから高いまで試料を順位付
けするよう依頼した。Ｒ指数を、０．５％、１．０％、または１．５％のスクロースのい
ずれかに対して、３５および４０ｐｐｍのステビオシド／レバウディオシドＡの試料につ
いて算出した。
【００７５】
水中の３５ｐｐｍでのステビオシド／レバウディオシドＡ（３：１）
【表４】

【００７６】
　臨界値（３７．７６）より低いＲ指数１６．５０％は、３５ｐｐｍのステビオシド／レ
バウディオシドＡ（３：１）の試料が０．５％スクロースよりも甘味が強いことを意味し
ている。臨界値（３７．７６～６２．２４％）の間である５４．７４％のＲ指数は、３５
ｐｐｍのステビオシド／レバウディオシドＡ（３：１）の試料が１．０％のスクロースに
等甘味度であることを意味する。臨界値（６２．２４）より高い９２．７５％のＲ指数は
、試料が水中の１．５％のスクロースよりも有意に甘味が弱いことを意味する。
【００７７】
４０ｐｐｍでのステビオシド／レバウディオシドＡ（３：１）
【表５】
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【００７８】
　臨界値（３７．７６）より低い８．０６および３６．７８％のＲ指数は、４０ｐｐｍの
ステビオシド／レバウディオシドＡ（３：１）の試料が０．５％および１．０％スクロー
ス溶液よりも甘味が強いことを意味する。臨界値（６２．２４％）より高い８６．１３％
のＲ指数は、４０ｐｐｍのステビオシド／レバウディオシドＡ（３：１）の試料が１．５
％スクロースよりも有意に甘味が弱いことを意味する。
　内挿法により、４０ｐｐｍのステビオシド／レバウディオシドＡ（３：１）の甘味は約
１．２５％スクロースと等しい。
【００７９】
例６：
正式な感覚パネルを使用した５．０％スクロース溶液における３５ｐｐｍのステビオシド
／レバウディオシドＡ（３：１）の等強度
　例４において記載された同じ方法を使用して官能評価を行った。パネルは２０人の甘味
感受性被験者からなり、試料を１つのセッションにわたり２反復において提示した。パネ
リストに、２０ｍＬの５．５％、６．０％、６．５％、７．０％、８．０％スクロース溶
液、および５．０％スクロースにおける３５ｐｐｍのステビオシド／レバウディオシドＡ
の１つの試料をそれぞれ提示した。被験者に、知覚した甘味について低いから高いまで試
料を順位付けするよう依頼した。６．０％、６．５％、７．０％、または８．０％のスク
ロースのいずれかに対する、５．０％のスクロースの試料における３５ｐｐｍのステビオ
シド／レバウディオシドＡについてＲ指数を算出した。
【００８０】
５％スクロースにおける３５ｐｐｍのステビオシド／レバウディオシドＡ（３：１）の甘
味増強効果
【表６】

【００８１】
　臨界値（３７．７６）より低い２３．４７％および３１．９１％のＲ指数は、５．０％
のスクロースの試料における３５ｐｐｍのステビオシド／レバウディオシドＡ（３：１）
が６．０％および６．５％スクロースよりも甘味が強いことを意味する。臨界値（３７．
７６～６２．２４％）の間である６０．５６％のＲ指数は、試料が７．０％に等甘味度で
あることを意味する。臨界値（６２．２４）よりも高い９１．５６％のＲ指数は、試料が
水中の８．０％のスクロースよりも有意に甘味が弱いことを意味する。水中の３５ｐｐｍ
のステビオシド／レバウディオシドＡ（３：１）は１．０％のスクロースに等甘味度であ
ることを決定した（例５）。単なる添加効果であると考えると、５％のスクロースの試料
における３５ｐｐｍのステビオシド／レバウディオシドＡ（３：１）と等甘味度であると
期待される６％のスクロースよりも、５．０％のスクロースにおける３５ｐｐｍステビオ
シド／レバウディオシドＡ（３：１）は有意に甘味が強い。しかし、５％スクロースに加
えた３５ｐｐｍステビオシド／レバウディオシドＡ（３：１）が７％スクロース溶液に等
甘味度であることを決定した。
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【００８２】
　したがって、混合物は追加の１．０％のスクロース等量を提供し、明らかな甘味増強効
果を示した。
【００８３】
例７：
ステビオシド等強度
　２オンスのそれぞれの試料を２０人の甘味感受性パネリストに無作為な順番において提
示した。２反復において（１つのセッションにわたり）、パネリストに最も甘味が弱いか
ら最も甘味が強いまで試料の順位付けを行うよう依頼した。データはＲ指数解析に供した
。
【表７】

【００８４】
　３０ｐｐｍのステビオシドは、水中の０．５％のスクロースよりも甘味が強く、水中の
１．０％および１．５％のスクロースよりも有意に甘味が弱いと知覚された（ｐ＜０．０
５で臨界値を超えるＲ指数の算出値）。これらの結果より、３０ｐｐｍのステビオシドは
、内挿法により、０．７５％のスクロースに等甘味度と知覚されることを決定した。
【００８５】
　４０ｐｐｍのステビオシドは、水中の０．５％および１．０％のスクロースよりも甘味
が強く、水中の１．５％のスクロースよりも有意に甘味が弱い（ｐ＜０．０５で臨界値を
超えるＲ指数の算出値）と知覚された。これらの結果より、４０ｐｐｍのステビオシドは
、内挿法により、１．２５％のスクロースに等甘味度と知覚されると考えられ得る。３０
ｐｐｍのステビオシドは、水中の４０ｐｐｍのステビオシドよりも有意に甘味が弱いと知
覚された（ｐ＜０．０５で臨界値を超えるＲ指数の算出値）。
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【００８６】
　これらのデータから、３５ｐｐｍのステビオシドが１．０％のスクロースに等甘味度で
あることを決定した。
【００８７】
例８：
５％のスクロース溶液における３５ｐｐｍのステビオシドの等強度
　本試験の目的は、ステビオシドが５％のスクロース溶液の甘味の知覚を増強する程度を
決定することである。
【表８】

【００８８】
　５％のスクロース＋ステビオシドを、５．０％および６．０％のスクロースよりも甘味
が有意に強く、７．０％スクロースよりも有意に甘味が弱い（ｐ＜０．０５で臨界値を超
えるＲ指数の算出値）と知覚した。これらのデータから、内挿法によって、５％のスクロ
ース＋ステビオシドは水中の６．５％のスクロースに等甘味度と知覚されることを導くこ
とができる。例７においてわかるように、３５ｐｐｍのステビオシドは水中の１．０％の
スクロースと等甘味度であることが示された。したがって、５％のスクロースに加えた３
５ｐｐｍのステビオシドは、本発明のステビオシド／レバウディオシドＡ混合物に見られ
る増強効果よりも低い、追加の０．５％のスクロース等量であることを示している。
【００８９】
例９：
レバウディオシドＡの等強度
　等強度試験において、３０ｐｐｍのレバウディオシドＡは１％のスクロースと等強度で
あることを発見した。
【００９０】
　この例は、５％のスクロースに加えた３０ｐｐｍのレバウディオシドＡの効果を調べた
。
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【表９】

【００９１】
　データは、５％のスクロース＋３０ｐｐｍのレバウディオシドＡを、５％のスクロース
よりも有意に甘味が強く、７％スクロースよりも有意に甘味が弱い（ｐ＜０．０５で臨界
値を超えるＲ指数の算出値）と知覚したことを示す。これらのデータから、挿入法によっ
て、５％のスクロース＋３０ｐｐｍのレバウディオシドＡが６．５％のスクロースと同甘
味度であった。３０ｐｐｍのレバウディオシドＡが１．０％のスクロースと等甘味度であ
ることを考えれば、５％のスクロースに加えた場合、本発明のステビオシド／レバウディ
オシドＡ混合物に見られる増強効果よりも低い、増強において０．５％のスクロース等量
があることになる。
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